
松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱 

                            平成 17年 7月 1日 告示第 311号 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年法律

第 123号。以下「耐震改修促進法」という。）第 5条第 1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐

震改修促進法第 6条第 1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。）

に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めること

を目的として、木造住宅耐震補強等補助事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助

金を交付することについて松阪市補助金等交付規則（平成 17 年松阪市規則第 63 号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業 

松阪市木造住宅耐震診断等事業実施要綱（平成17年松阪市告示第254号）第3条に定める建築

物の耐震補強工事等への補助事業をいう。 

(2) 旧基準木造住宅  

松阪市木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める建築物をいう。 

(3) 木造住宅耐震診断  

次のいずれかにより、診断したものをいう。 

ア  松阪市又は合併以前の旧市町（旧松阪市、旧嬉野町、旧三雲町、旧飯南町、旧飯高町）

において実施した木造住宅耐震診断事業で補助を受けて診断したもの。 

イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は一般財団法人

日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者（以下「受講耐

震診断者」という。）が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル（一般財団法人日本建築防災

協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠）又は一般財団法人日本建築防災協会

発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」（以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」

という。）の一般診断法、若しくは精密診断法 1に基づいて実施したもの。 

(4) 耐震補強設計 

旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計とす

る。 

(5) 耐震補強工事  

旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する工事で、耐

震補強設計を反映したものをいう。 

(6) 耐震基準  

建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 3 章及び第 5 章の 4 に規定する基準又は耐

震改修促進法第 17条第 3項第 1号に基づき国土交通大臣が定める基準（平成 18年国土交通省

告示第 185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基

準」）をいう。 

(7) 評点  

三重県木造住宅耐震診断マニュアル等による評点。 



(8) 助成額  

補助額と所得税額の特別控除の額の合計額をいう。 

（9）リフォーム工事 

  住宅の機能や性能を向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え又は更

新などを行う改修工事をいう。 

（10） 除却工事 

  旧基準木造住宅の地震発生時の倒壊による隣接する建築物への被害防止や避難路の確保を

目的として行う木造住宅の除却工事をいう。 

（補助対象） 

第 3条 前条第 5号に定める事業の補助対象は、次の要件に該当するものとする。 

 (1) 対象区域は、市長が定める防災上必要な区域とする。この場合において、防災上必要な区

域とは、住宅の戸数が 1ｈａ当たり 10戸以上の建て込んだ区域、又は指定された避難路（指

定見込みの避難路も含む。）沿いとする。 

(2) 補助対象者は、補強の対象となる旧基準木造住宅を所有している者とする。 

(3) 対象工事は、前条第 3 号ア又はイにより耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュ

アル等の評点が 0.7 未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を 1.0 以上とする（現

行の耐震基準を満たすようにする。）耐震補強工事とする。 

 (4) 前号の工事に係る耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、

かつ、複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は複数の受講耐震診断者の判定を受け、

適切であると判断されたものとする。 

(5) 前号の規定にかかわらず、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診

断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第 3 号ア又はイ以外の診断方法により診断を

行う場合には、第 3 号の工事に係る耐震補強の評点については、受講耐震診断者が診断した

ものであり、かつ、学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。 

２ 前条第9号に定める工事の補助対象は、次に掲げるもの以外のものとする。 

（1） 耐震補強工事 

（2） 建物でない外構工事 

（3） 容易に取り外しができるものを設置する工事 

（4） 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 

（5） 他の公的補助金、利子補給、介護保険から支給される工事 

３ 前項に掲げる工事は、第１項に規定するものと併せて行うもので、県内に本店、支店、営業

所を有する建設業者によるものでなければならない。 

４ 前条第10号に定める工事の補助対象は、前条第3号ア又はイにより耐震診断を行い、三重県木

造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断されたもの、又は、市長が耐震性がないと

判断したもので、次のいずれかに該当する工事とする。 

 （1） 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合 2ｍ以内、2 階建て以上の場合 4ｍ以内

に建てられている住宅であること。 

 （2） 県が平成18年3月に行った密集市街地基本方針策定業務において三重県密集市街地とし

て位置づけた区域内であること。 

（補助金の額） 



第 4条 耐震補強工事に係る 1棟当たりの助成額は次に掲げる額の合計額とする。 

(1) 補助金の経費の対象及び補助額は、次の表の①から④までの合計の額 

 

補助の対象 
補助額 

事業の区分 対象経費 

対象となる木造住宅の所有者が行う耐

震補強工事 

①前条第 1項の補助対象

となる耐震補強工事

に要する経費（工事監

理費を含み、耐震補強

設計費及び事務費を

除く。） 

①１棟当たりの耐震補

強工事に要する経費

の 3 分の 2 と 50 万円

を比較して、いずれか

少ない額。ただし、令

和 2年度以前に耐震補

強設計を行っている

場合は耐震補強工事

に要する経費の 3分の

2 と 60 万円を比較し

て、いずれか少ない額

とする。 

②社会資本整備総合交

付金交付要綱（平成

22 年国官会第 2317

号）第Ⅱ編イ－16－

(12)－①に定める住

宅の耐震改修に関す

る事業の要件に該当

する場合における当

該住宅の耐震改修に

要する費用 

②社会資本整備総合交

付金交付要綱（平成

22 年国官会第 2317

号）第Ⅲ編イ－16－

(12)－①に定める住

宅の耐震改修に関す

る事業に係る基礎額 

対象となる木造住宅の所有者が行うリ

フォーム工事 

③前条第２項の補助対

象となるリフォーム

工事に要する経費 

③当該事業に要する経

費の3分の1以内（当該

額が20万円を超える

ときは20万円とす

る。） 



対象となる木造住宅の所有者が行う除

却工事 

④前条第４項の補助対

象となる除却工事に

要する経費 

④当該事業に要する経

費の23％以内。ただ

し、令和2年度以前に

耐震診断が完了して

いる場合は当該事業

に要する経費の3分の

2以内（当該額が30万

円を超えるときは30

万円とする。） 

 (2) 租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条の 19 の 2 に規定する所得税額の特別控

除の額 

２ 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第２号の額を差し引いて、同項第１号の額を交

付するものとする。 

３ 第１項第 1 号で定める補助額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

 （補助金交付申請及び交付決定） 

第 5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、木造住宅耐震補強等事

業費補助金交付申請書（様式第 1 号）に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものと

する。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたと

きは、補助金の交付額を決定し、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付決定通知書（様式第 2

号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の際に、申請者に必要な条件を別に定めることができる。 

（中間検査） 

第 6 条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事

現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、

補助申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、補

助申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができ

る。 

 （計画の変更等） 

第 7 条 申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震等補助事業計画変

更承認申請書（様式第 3号）に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 施工箇所及び施工方法の変更 

 (2) 補助金の交付額の変更 

２ 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住

宅耐震補強等補助事業計画変更承認通知書（様式第 4号）により申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、

速やかに木造住宅耐震補強等補助事業計画遅延等報告書（様式第 5 号）を市長に提出し、その

指示を受けなければならない。 



４ 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書（様式第 6 号）により

申請者に指示するものとする。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第 8 条 申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強等補助事

業計画廃止（中止）届（様式第 7号）を市長に提出しなければならない。 

 （完了実績報告） 

第 9 条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強等補助事業完了実績報告

書（様式第 8号）に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して 30日を経過した日又は事業の完了の日

の属する会計年度の 3月 20日（当該日が休日等の場合は、その日以後において最も近い休日等

でない日）のいずれか早い期日までに提出しなければならない。 

（完了検査） 

第 10条 市長は、前条の規定による様式第 8号の提出があった後、必要があると認められる場合

には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、

補助申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。 

 （補助金の額の確定） 

第 11条 市長は、第 9条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の

書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強等事業費補

助金交付確定通知書（様式第 9号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第 12 条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して 10 日以内に木造住宅耐震補強等事

業費補助金交付請求書（様式第 10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者が前項の補助金を請求するに当たり、その請求及び受領について、木造住宅耐震補強

等補助事業を実施した事業者（以下「工事事業者」という。）に委任する場合は、木造住宅耐震

補強等事業費補助金交付請求書に、代理請求及び代理受領委任状（様式第 11号）を添付しなけ

ればならない。この場合において、前項中「申請者は」とあるのは、「工事事業者は」と読み替

えるものとし、市長は適切な請求を受けた場合は委任を受けた工事事業者に補助金を支払うも

のとする。 

 （補助金の決定の取消し等） 

第 13条 市長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているとき

は、取消しの決定の日から期限を定めてその返還を命ずることができる。 

 (1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。 

 (3) 第 10条第 2項に規定する命令に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づく取消しを行った場合は、その旨を木造住宅耐震補強等事業費補

助金交付決定取消通知書（様式第 12号）により、補助金申請者に対し通知するものとする。 

（書類の整理等） 

第 14条 この補助金を受けた者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の



交付を受けた年度終了後から 5年を経過するまでの間保管しなければならない。 

（補足） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、平成 17年 7月 1日から施行する。 

   附 則（平成 18年 4月 7日告示第 107号） 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 18年 4月 1日から適用する。 

附 則 

 この告示は、平成 19年 5月 2日から適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成 19年 5月 2日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の前日までに、改正前の松阪市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱に基

づき補助を受けて耐震診断を実施した住宅についての、本要綱第 3条第 3号の適用については、

旧三重県木造住宅耐震診断マニュアルによることができるものとする。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 20年 5月 1日から適用する。 

   附 則 

 この告示は、平成 21年 7月 1日から施行する。 

 附 則 

 この告示は、公表の日から施行し、平成 23年度分予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成 23年 10月 3日から施行する。 

 （補助金の額の加算） 

２ この告示の施行の日以後に補助金の交付決定を受けた者に対して交付する補助金の額につい

ては、当分の間、第 4条第 1項の表の①により算出した額に 30万円（補助対象経費から同表の

①と②により算出した額を差し引いた額が 30万円未満のときはその額）を加算して交付するも

のとする。〔←平成 25年松阪市告示第 141号により、当該三重県による 30万円上乗せ措置を廃

止〕 

  附 則（平成 25年 4月 22日告示第 141号） 

 この告示は、平成 25年 5月 1日から施行する。 

  附 則（平成 26年 4月 24日告示第 276号） 

 この告示は、平成 26年 5月 1日から施行する。 

  附 則（平成 29年 4月 24日告示第 308号） 

 この告示は、平成 29年 5月 1日から施行する。 

附 則（平成 31年 2月 22日告示第 23号） 

 この告示は、平成 31年 3月 1日から施行する。 

附 則（平成 31年 4月 1日告示第 128号） 



 この告示は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 3年 4月 1日告示第 196号） 

 この告示は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

                                                    年  月  日 

(宛先) 松阪市長                

 申請者 住 所 

氏 名                   

電話番号  

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書 

 

耐震補強等を行いたいので、松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第５条第１項の

規定に基づき下記のとおり申請します。 

なお、同要綱第３条各号に定める対象住宅、対象工事を実施することを確認するために、市が

住民基本台帳、戸籍台帳、固定資産台帳、外国人登録原票、建築確認申請等について照合を行う

ことに同意します。 

記 

 

住

宅

の

概

要 

住宅の所在地   松阪市      町      番地 

住宅の種類  専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

建築年月    年   月着工、      年   月完成     

階数           階 延べ床面積 ㎡ 

併用住宅の住宅以外の面積 ㎡ 

 
 

工

事

費

等 

予定工期     年  月  日～    年  月  日 

総工事費 円 

耐震補強工事に要する経費 円 

【耐震補強工事】補助申請額 円 

リフォーム工事に要する経費 円 

【リフォーム工事】補助申請額 円 

除却工事に要する経費 円 

【除却工事】補助申請額 円 

補助申請額 円 

 

※添付書類 

（1）工事見積書（補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの） 

（2）耐震診断結果報告書 

（3）耐震補強計画書（判定書を含む。耐震補強の場合に限る。） 

（4）上記（３）を作成した者が受講耐震診断者であることを証する書類 

（5）その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第５条関係） 

第         号 

                                                    年  月  日 

            様 

 

                                              松阪市長          印 

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のありました下記の住宅に関する木造住宅耐震補強等事業

費補助金交付申請書を審査したところ、適当と認められるので、松阪市木造住宅耐震補強等事業

費補助金交付要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

  １ 交付決定額                 円 

 内訳（ 耐震補強等工事分          円 ・ リフォーム工事分          円 ） 

 

  ２ 住宅の所在地   松阪市       町      番地 

 

３ 住宅の種類    専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

４ その他      補助金交付申請書のとおり 

 

 

（1）申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等の関係書類を整理し

なければならない。 

（2）帳簿及び領収書等関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了５年を経過するまでの間

は保管しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

                                                    年  月  日 

 

(宛先) 松阪市長 

申請者 住 所             

氏 名              

電話番号          

 

木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認申請書 

 

  年  月  日付け第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐

震補強等事業の計画を下記のとおり変更したいので、松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交

付要綱第７条第１項の規定に基づき申請します。 

 

記 

   

１ 住宅の所在地   松阪市       町      番地    

 

２ 住宅の種類    専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

３ 変更事項 

（1）施工箇所及び施工方法の変更 

 

 

（2）補助金額の変更 

 

 

（3）その他 

 

※添付書類 

・工事見積書（変更箇所を示したもので、補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの） 

・変更前の工事契約書の写し 

・変更後の耐震補強計画書（必要な場合に限る。） 

・その他変更内容が判断できる書類 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

                                                              第         号 

                                                             年  月  日 

                様 

 

                                                松阪市長          印 

 

木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認通知書 

 

       年  月  日付けで申請のありました下記の住宅に関する木造住宅耐震補強等事

業計画変更承認申請書を審査したところ、適当と認められるので、松阪市木造住宅耐震補強等事

業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

   

記 

 

１ 住宅の所在地  松阪市      町        番地  

 

２ 住宅の種類   専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

  ３ 変更後の補助金交付決定額                円 

     内訳（ 耐震補強等工事分          円 ・ リフォーム工事分          円 ） 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

                                                             年  月  日 

 

 (宛先) 松阪市長 

 

報告者 住 所             

氏 名           

電話番号       

   

 

木造住宅耐震補強等補助事業計画遅延等報告書 

 

      年  月  日付け第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐

震補強等補助事業の計画について、下記のとおり事業の遅滞が生じたので、松阪市木造住宅耐震

補強等事業費補助金交付要綱第７条第３項の規定により報告します。 

 

記 

   

１ 住宅の所在地   松阪市       町         番地 

 

２ 住宅の種類    専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

３ 遅滞等の内容 

 

４ 遅滞等の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

                                                              第         号 

                                                            年  月  日 

 

                様 

 

                                                 松阪市長          印 

 

指 示 書 

 

       年  月  日付けで報告のありました下記の住宅に関する木造住宅耐震補強等補

助事業計画遅滞等報告書について松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第７条第４項

の規定により、下記のとおり指示します。 

  

記 

 

１ 住宅の所在地   松阪市        町      番地 

 

２ 住宅の種類    専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

  ３ 指示の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第８条関係） 

                                                              年  月  日 

 

(宛先) 松阪市長 

 

                                                  届出者 住 所             

氏 名           

電話番号  

 

木造住宅耐震補強等補助事業計画廃止（中止）届 

 

  年  月  日付け第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐

震補強等補助事業の計画について、下記のとおり廃止（中止）したいので、松阪市木造住宅耐震

補強等事業費補助金交付要綱第８条の規定により届け出ます。 

 

記 

   

１ 住宅の所在地  松阪市       町       番地   

 

２ 住宅の種類   専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

３ 廃止（中止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第９条関係） 

                                                            年  月  日 

 

(宛先) 松阪市長 

 

                                                  報告者 住 所             

氏 名           

電話番号         

 

木造住宅耐震補強等補助事業完了実績報告書 

 

      年  月  日付け第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐

震補強等事業の計画について、下記のとおり事業が完了したので、松阪市木造住宅耐震補強等事

業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により報告します。 

 

記 

   

１ 住宅の所在地   松阪市        町        番地 

 

２ 住宅の種類    専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

３ 完了の年月日          年    月    日 

 

４ 添付書類 

（１） 工事契約書及び領収書の写し 

（補助金の請求及び受領について委任する場合にあっては、「領収書の写し」を「木

造住宅耐震補強等補助事業に要した費用から補助金額を差し引いた金額の領収書

の写し」とする） 

（２） 施工箇所毎の施工中及び完了時の写真 

（３） 三重県木造住宅耐震診断講習を受講した者の確認を証するもの 

（当該報告書兼用：下段による） 

（４） その他、市長が必要と認める書類 

 

 

耐震性能の確認（耐震補強工事の場合に限る。） 

本件の木造住宅耐震補強等補助事業は、耐震補強計画に基づき工事が完成されたことを確認し、

補強後の耐震評点が 1.0以上であることを証します。 

 

工事監理者等 氏名         印   

 



 

様式第９号（第 11条関係） 

                                                           第         号 

                                                         年  月  日 

 

                様 

 

                                                 松阪市長          印 

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付確定通知書 

 

 年  月  日付けで決定した補助金の交付について下記のとおり確定したので、

松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第 11条の規定により通知します。 

   

記 

 

１ 住宅の所在地    松阪市        町        番地 

 

２ 住宅の種類     専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

 

  ３ 交付決定額                円 

内訳（ 耐震補強工事分          円 ・ リフォーム工事分          円 ） 

 

  ４ 交付確定額                円 

内訳（ 耐震補強工事分          円 ・ リフォーム工事分          円 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 10号（第 12条関係） 

                                                         年  月  日 

(宛先) 松阪市長 

請求者  住 所           

氏 名           

電話番号    

   

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付請求書 

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金として、松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第１

２条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

１ 住宅の所在地  松阪市 

２ 住宅の種類   専用住宅・併用住宅・共同住宅・長屋・（    ） 

  ３ 請求額                円 

  ４ 振込先   

振

込

先

金

融

機

関

名 

金融機関名 

                        本店 

         銀行            支店 

         農協            本店 

         漁協            支店 

          

預金の種類   普通 ・ 当座（該当を○で囲む） 

口座番号   

フリガナ   

口座名義人   

 

 

 

 

 



様式第 11号（第 12条関係） 

                                                            年  月  日 

 

（宛先）松阪市長 

                                                 申請者（委任者） 

住 所             

氏 名          ㊞         

電話番号            

 

代理請求及び代理受領委任状 

 

    年  月  日付け第     号により補助金交付確定の通知を受けた木造住宅耐震補

強等事業費補助金（金        円）の請求及び受領について、下記の者に委任します。 

 

記 

 

  受任者（工事事業者） 所 在 地                 

             会 社 名                 

             代表者名                 ㊞ 

 

（お願い） 

 ・委任者の方へ 

   この委任状は、補助金の額の確定後に受任者へお渡しください。 

 

 ・受任者の方へ 

   この委任状は、補助金を請求する際に必要となりますので、必要事項を記入し、押印の上、「木

造住宅耐震補強等事業費補助金交付請求書」と併せて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 12号（第 13条関係） 

                                                        第         号 

                                                        年  月  日 

 

                様 

 

                                               松阪市長          印 

 

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付決定取消通知書 

 

   年  月  日付け第   号で交付決定の通知をした木造住宅耐震補強等事業費補助金

について、松阪市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第 13条第１項の規定により、下記の

とおり交付決定を取り消したので、同条第２項の規定により通知します。 

なお、既に交付した補助金      円については、同条第１項の規定により、  年  月  

日までに返還してください。 

 

記 

 

１ 交付決定額                    円 

 

２ 交付済額                     円 

 

３ 取消額                      円 

 

４ 返還額                      円 

   

５ 取消しの理由 

 

 

 

 


